
【店舗等改修費】

改修工事費の支払いが完了し、開業したら「補助金実績報告書」を提出

　※書類不備等により交付できない場合もあります。

　※支払い完了かつ開業してから30日以内に提出してください。

　(支払い完了または開業が3月2日以降の場合、提出は３月３１日まで）

　

　申請書提出に向け、要件、申請書類等について確認を行います。

「補助金交付請求書」を黒石市へ提出

請求書提出後30日以内に補助金を支払い

書類を審査し、交付が確定したら「補助金交付確定通知書」を交付

交付決定通知書交付後に改修工事に着手

交付が決定したら「補助金交付決定通知書」を交付

工事完了

　実績報告書の提出書類は事前にご確認ください。

　改修中、改修後の写真を撮影してください。

申請書提出予定の２か月前までに黒石市役所 商工課 商工振興係へ相談

必要書類を添付し「補助金交付申請書」を黒石市へ提出

　審査委員会による審査を行います。

　　  （１か月程度かかります）

   ◆黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金の流れ◆

　※交付決定されない場合は、補助金の交付は受けられません。



【店舗等賃借料】

　※交付決定されない場合は、補助金の交付は受けられません。

※書類不備等により支払いできない場合もあります。

各年度、補助対象月すべての家賃支払いを終えたら・・・

必要書類を添付し「実績報告書」を提出

　※年度ごとに補助対象月すべての家賃の支払いを終えた日から30日

　　 以内に「実績報告書」を提出してください。

書類を審査し、交付が確定したら「補助金交付確定通知書」を交付

交付が決定したら「補助金交付決定通知書」を交付

必要書類を添付し「補助金請求書」を提出

【請求書提出期限】

　・4～9月分の家賃　→　10月10日

　・10～3月分の家賃　→　3月31日

請求書提出後30日以内に補助金を支払い

◆黒石市中心商店街空き店舗等対策事業補助金の流れ◆

申請書提出予定の２か月前までに黒石市役所 商工課 商工振興係へ相談

　申請書提出に向け、要件、申請書類等について確認を行います。

必要書類を添付し「補助金交付申請書」を黒石市へ提出

　審査委員会による審査を行います。

　　  （１か月程度かかります）


